
■
対
象
と
な
る
人

　

受
給
し
て
い
る
年
金
額
が
、

年
額
十
八
万
円
未
満
の
人

・
老
齢
福
祉
年
金
、
遺
族
年
金
、

障
害
年
金
、
恩
給
な
ど
を
受
給

し
て
い
る
人

・
年
の
中
途
で
六
十
五
歳
に
な
っ

た
人
や
鳥
取
市
に
転
入
し
て
き

た
人
な
ど

■
対
象
と
な
る
人　

　

老
齢
（
退
職
）年
金
の
受
給
額

が
、
年
額
十
八
万
円
以
上
の
人

※ 

老
齢
福
祉
年
金
・
遺
族
年
金
・

障
害
年
金
・
恩
給
な
ど
は
特
別

徴
収
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

　

介
護
保
険
料
の
支
払
方
法

は
み
な
さ
ん
の
受
給
し
て
い

る
年
金
の
種
類
、
受
給
額
な

ど
に
よ
っ
て
、
特
別
徴
収
ま

た
は
普
通
徴
収
の
い
ず
れ
か

に
な
り
ま
す
。（
両
方
の
方
法

で
支
払
っ
て
い
た
だ
く
場
合

も
あ
り
ま
す
）。
保
険
料
、
支

払
方
法
と
も
七
月
中
旬
に
お

送
り
す
る
通
知
書
で
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

65
歳
以
上
の
人
の

特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の

引
き
去
り
）の
場
合

普
通
徴
収
の
場
合

 

特
別
徴
収
と
普
通
徴
収

     

の
両
方
に
な
る
場
合

護
介

保
険
料

　

平
成
十
四
年
四
月
二
日
か
ら

平
成
十
五
年
四
月
一
日
の
間
に

六
十
五
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た

人
や
鳥
取
市
に
転
入
し
て
き
た

人
で
、
特
別
徴
収
の
条
件
に
該
当

す
る
人
は
、
七
月
か
ら
九
月
ま
で

は
普
通
徴
収
、
十
月
か
ら
は
特
別

徴
収
に
な
り
ま
す
。

　

特
別
徴
収
に
該
当
す
る
人
で

平
成
十
四
年
度
よ
り
所
得
段
階

が
上
が
っ
た
人
に
つ
い
て
は
、
差

額
分
が
普
通
徴
収
に
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

高
齢
社
会
課
（
@
20̶

３
１
７

４
）
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普　通　徴　収 特　別　徴　収

納期 第１
段階

第２
段階

第３
段階

第４
段階

第５
段階 納期 第１

段階
第２
段階

第３
段階

第４
段階

第５
段階

４月 １期 2,800 4,300 5,700 7,200 8,600

５月

６月 ２期 2,800 4,300 5,700 7,200 8,600

７月 １期 3,200 4,500 5,700 7,000 8,200

８月 ２期 2,500 3,800 5,100 6,400 7,700 ３期 2,800 4,300 5,700 7,200 8,600

９月 ３期 2,500 3,800 5,100 6,400 7,700

１０月 ４期 2,500 3,800 5,100 6,400 7,700 ４期 4,100 6,200 8,100 10,200 12,100

１１月 ５期 2,500 3,800 5,100 6,400 7,700

１２月 ６期 2,500 3,800 5,100 6,400 7,700 ５期 4,100 6,000 8,100 10,000 12,100

１月 ７期 2,500 3,800 5,100 6,400 7,700

２月 ８期 2,500 3,800 5,100 6,400 7,700 ６期 4,100 6,000 8,100 10,000 12,100

３月

合計 20,700 31,100 41,400 51,800 62,100 合計 20,700 31,100 41,400 51,800 62,100

（単位：円）65歳以上の人の納期別保険料支払額

※平成15年度途中に65歳になった人、鳥取市に転入した人などは、この表の額と異なります。

65歳以上の人の保険料（年額）

保険料段階 該当する人 保険料

第 1段階

生活保護を受けている
人、または老齢福祉年
金受給者で世帯員全員
が市民税非課税の人

円 /年額

20,700

第 2段階 世帯員全員が市民税非
課税の人 31,100

第 3段階
本人は市民税非課税だ
が、世帯員に市民税課
税者がいる人

41,400

第 4段階
本人が市民税課税で、
合計所得金額が 200万
円未満の人

51,800

第 5段階
本人が市民税課税で、
合計所得金額が 200万
円以上の人

62,100
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